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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
六
二
四
、
六
二
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
平
成
十
八
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施
（
六
二
六
・
河

川
砂
防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
六
二
七
・
雄
勝
地
域
振
興

局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
安
委
員
会
告
示

◯
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習

会
の
実
施
（
一
一
二
・
生
活
安
全
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
八
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を

実
施
す
る
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三

年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
　
八
階
　
大

会
議
室

二
　
試
験
科
目

（一）

法
令

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

（二）

技
術

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
本
的
な
土
木
及
び
河
川

工
学
に
関
す
る
事
項
を
含
む
）

三
　
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
及
び
学
歴
は
問
わ
な
い
。

四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書

秋
田
県
で
印
刷
し
た
所
定
用
紙

（二）

履
歴
書

秋
田
県
で
印
刷
し
た
所
定
用
紙

（三）

写
真

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
脱
帽
、
無
背
景
で
上
半
身
を
正
面
か

ら
撮
影
し
た
縦
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
手

札
形
）
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
、
氏
名
、
年
齢
及
び
撮
影
年
月
日
を

記
載
し
た
も
の
　
一
枚

五
　
受
験
願
書
及
び
履
歴
書
用
紙
の
配
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

（
月
）
か
ら
同
年
十
月
六
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で

（二）

場
所

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
建
設
部

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
九
月
四
日
（
月
）

か
ら
同
年
十
月
六
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
建
設
部

七
　
受
験
手
数
料

（一）

額七
千
六
百
円

（二）

納
付
方
法

受
験
願
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

合
格
発
表
は
合
格
者
に
通
知
し
て
行
う
ほ
か
、
平
成
十
八
年
十
二
月
五

日
（
火
）
に
県
庁
正
面
、
秋
田
地
方
総
合
庁
舎
及
び
各
地
域
振
興
局
庁
舎

の
公
告
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
秋
田
県
公
報
に
登
載
す
る
。

九
　
試
験
結
果
の
開
示
請
求

（一）

開
示
内
容

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

開
示
請
求
の
受
付
期
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

（
火
）
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
四
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

（三）

開
示
す
る
場
所

秋
田
県
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局

告
　
　
　
　
　
　
示

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路
　
線
　
名

二
百
八
十
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
米
内
沢
字
滝
ノ
沢
上
段
二

三
番
一
か
ら
滝
ノ
沢
上
段
二
三
九
番

二
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

秋
田
御
所
野
雄

和
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
河
辺
豊
成
字
祖
神
台
三
六
番

三
地
先
か
ら
秋
田
市
河
辺
豊
成
字
祖

神
台
三
六
番
三
ま
で
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県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

建
設
部

十
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
五
一

一
）
又
は
秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
建
設
部

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

二
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び

期
間

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
三
日

道
路
の
幅
員

六
メ
ー
ト
ル

道
路
の
延
長

二
十
六
・
四
九
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
県
湯
沢
市
田
町
二
丁
目
一
番
三
号

湯
沢
開
発
　
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
高
　
橋
　
義
　
明

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

湯
沢
市
字
祝
田
百
五
十
二
番
四
、
百
五
十
三
番
四

公
　
　
　
　
　
　
告

所
在
地

能
代
市
景
林

町
三
九
番
五

秋
田
市
下
新

城
中
野
字
街

道
端
西

二
四
一
番
四

六
九
及
び
二

四
一
番
四
七

〇男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

番
一

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

面
　
積
（
g
）

二
一
六
・
七
五

七
、
七
二
六
・

二
〇

五
四
四
・
四
八

七
三
〇
・
二
四

予
定
価
格
（
円
）

六
、
八
二
八
、
〇

〇
〇

一
七
、
一
五
〇
、

〇
〇
〇

一
一
、
五
三
三
、

〇
〇
〇

一
二
、
一
二
二
、

〇
〇
〇

地
目
等

宅
　
地

山
　
林

宅
　
地

宅
　
地

番
号一二三四

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

番
二

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

番
三

大
仙
市
大
曲

須
和
町
二
丁

目
七
五
七
番

仙
北
市
角
館

町
川
原
町
二

二
番
二

に
か
ほ
市
象

潟
町
字
浜
山

一
二
六
番
一

四
二

湯
沢
市
山
田

字
上
二
井
田

七
一
番
二
二

羽
後
町
田
代

七
三
〇
・
二
四

五
四
四
・
四
九

六
六
六
・
九
九

六
三
〇
・
八
五

三
四
九
・
四
二

五
九
六
・
六
五

一
九
三
・
八
二

一
二
、
一
二
二
、

〇
〇
〇

一
一
、
九
六
八
、

〇
〇
〇

二
五
、
六
七
九
、

〇
〇
〇

八
、
八
九
五
、
〇

〇
〇

四
、
一
二
〇
、
〇

〇
〇

六
、
五
八
〇
、
〇

〇
〇

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

建
物
及

び
付
帯

物

四五六七八九

羽
後
町
田
代

字
梺
九
一
番

三

二
八
六
・
二
一

八
五
〇
、
〇
〇
〇

物宅
　
地

十番
　
号

一
二
〜
五

六
〜
七

場
　
　
　
　
所

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部
総
務
経
理
課

（
電
話
〇
一
八
五
―
五
二

―
六
二
〇
三
）

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇

―
二
七
三
六
）

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部
総
務
経
理
課

（
電
話
〇
一
八
七
―
六
三

―
五
二
二
三
）

期
　
　
　
　
間

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

（
火
）
か
ら
八
月
二
十
五
日

（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び

土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

（
火)

か
ら
九
月
五
日
（
火
）

ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

（
火
）
か
ら
九
月
七
日
（
木
）

ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で
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三
　
入
札
執
行
の
場
所
び
日
時

四
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出

し
た
者
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

五
　
入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

（一）

個
人
の
場
合

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が

発
行
す
る
も
の
）

（二）

法
人
の
場
合

印
鑑
及
び
登
記
簿
の
謄
本

六
　
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行

の
支
払
保
証
を
な
し
た
持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。

七
　
入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八
　
そ
の
他

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八

六
〇
―
二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

八
九
〜
十

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部
総
務
経
理
課

（
電
話
〇
一
八
四
―
二
二

―
五
四
三
一
）

秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部
総
務
経
理
課

（
電
話
〇
一
八
三
―
七
三

―
八
一
九
七
）

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

（
火
）
か
ら
九
月
八
日
（
金
）

ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日

（
火
）
か
ら
八
月
二
十
八
日

（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び

土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

番
　
号

一
二
〜
五

六
〜
七

八
九
〜
十

場
　
　
　
　
所

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局

分
館
第
一
会
議
室

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課入
札
室

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局

第
三
小
会
議
室

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局

第
一
会
議
室

秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局

第
一
会
議
室

日
　
　
　
　
時

平
成
十
八
年
八
月
二
十
八
日

（
月
）
午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
八
年
九
月
六
日（
水
）

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
八
年
九
月
八
日（
金
）

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

（
月
）
午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
八
年
八
月
二
十
九
日

（
火
）
午
前
十
時
三
十
分

公

安

委

員

会

告

示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
1
1
2
号

警
備
業
法
（
昭
和
4
7
年
法
律
第
1
1
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
2
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下

「
講
習
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備

業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
1
7
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
1
8
号
）
附
則
第
２
条
に
規
定
す
る

講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管

理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
5
8
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
1
8年
８
月
1
5日秋田

県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

１
　
講
習
実
施
期
間
及
び
場
所

（
１
）
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

ア
　
実
施
期
間

平
成
1
8
年
９
月
1
9
日
（
火
）
か
ら
同
月
2
2
日
（
金
）
ま
で
の
４

日
間

イ
　
実
施
場
所

秋
田
市
寺
内
神
屋
敷
３
番
１
号
　
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー

（
２
）
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

ア
　
実
施
期
間

平
成
1
8
年
1
0
月
３
日
（
火
）
か
ら
同
月
５
日
（
木
）
ま
で
の
３

日
間

イ
　
実
施
場
所

秋
田
市
寺
内
神
屋
敷
３
番
１
号
　
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー

２
　
受
講
定
員

3
0人
（
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
申
込
み
を
打
ち
切
る
。）

３
　
受
講
資
格
者

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
第

1
1
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
警
備
員
指
導
教
育
責
任

者
資
格
者
証
（
以
下
「
旧
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
を
保
有
す
る
者
で
、

本
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
と
し
て
選

任
さ
れ
て
い
る
者
若
し
く
は
選
任
さ
れ
る
予
定
の
者

４
　
受
講
申
込
手
続

（
１
）
受
付
期
間

ア
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

平
成
1
8
年
８
月
2
1
日
（
月
）
か
ら
同
月
2
5
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

イ
　
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

平
成
1
8
年
９
月
４
日
（
月
）
か
ら
同
月
８
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

（
２
）
受
付
場
所

県
内
の
各
警
察
署

（
３
）
提
出
書
類

ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

イ
　
旧
資
格
者
証
の
写
し

ウ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状

５
　
講
習
手
数
料

（
１
）
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

2
3,0
0
0円

（
２
）
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

1
4,0
0
0円

受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

６
　
そ
の
他

（
１
）
講
習
初
日
の
受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
3
0分
か
ら
午
前
８
時
5
0分

ま
で
と
す
る
。

（
２
）
講
習
に
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

（
３
）
各
講
習
と
も
、
講
習
終
了
後
、
筆
記
方
式
の
修
了
考
査
を
行
い
、
講

習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
講
習
修
了
証

明
書
を
交
付
す
る
。

（
４
）
講
習
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課

（
電
話
0
1
8
-8
6
3
-1
1
1
1
内
線
3
0
4
3
、
3
0
4
4
）
又
は
最
寄
り
の
警
察

署
生
活
安
全
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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